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新型コロナウィルス感染拡大防止のための臨時休業期間の再延長について

４月３０日（木）付けで５月１０日（日）まで臨時休業期間を延長することを
お知らせしました。しかし、新型コロナウィルス感染拡大がまだ十分に収まって
いないとの判断から、５月４日（月）国から５月末まで全都道府県に緊急事態宣
言の延長が発令されました。それに伴い福島県、福島市教育委員会から臨時休業
期間を５月３１日（日）まで延長するとの通知がありました。それを踏まえ、本
校でも下記のとおり臨時休業期間を延長し、教育活動に取り組んでいくことにし
ましたのでお知らせします。臨時休業期間が長期化し、先行きがはっきりしない
ため、何かと不安や心配もおありかと存じます。今後とも福島市教育委員会の指
示を受け、できることをしっかり取り組んで参りたいと考えますので、今後とも
引続き保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

記
１ 臨時休業期間について
５月１１日（月）から５月３１日（日）まで。
ただし、今後国からの緊急事態宣言の解除や福島県、福島市教育委員

会からの休業解除の通知があった場合は、期間内であっても臨時休業を
解除します。

２ 臨時休業期間中の特別登校日について
次の日を臨時休業期間中の特別登校日とし、生徒が６月１日（月）か

らの学校再開時にスムーズに適応できるよう学習、生活両面の不安や悩
み等の払拭に努めます。なお、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を
別紙のとおり行うとともに、各学級の人数を半分にしての分散登下校（Ａ
グループ・Ｂグループ）とします。
Ａグループ：各学級の出席番号奇数番の生徒
Ｂグループ：各学級の出席番号偶数番の生徒
◆特別登校日（全校生）
５月１３日（水）・１８日（月）・２１日（木）・２７日（水）

２９日（金） の５日間
◆３年生のみの特別登校日
５月２２日（金）・２６日（火） の２日間
◆登下校時刻 Ａグループ、Ｂグループ １日ごと交換になります。
【午前の部】（Ａ→Ｂ→・・） ８：３０登校 １１：３０下校
【午後の部】（Ｂ→Ａ→・・）１３：００登校 １６：００下校
※５月１３日（水）の時間割や準備物については、別紙のとおりで
す。なお、１８日（月）以降の時間割等については、１３日（水）
にお知らせします。

３ ＰＴＡ総会・学年懇談会（書面開催）について
５月１１日（月）に予定しておりました総会、学年懇談会（書面開催）
は５月１３日（水）に延期します。５月１３日（水）に生徒に総会要項
と学年懇談会要項を持たせますので、内容をよくお読みください。
なお、総会要項の確認後、ＰＴＡ総会書面決議書に必要事項をご記入

のうえ５月２１日（木）まで生徒を通じてご提出願います。
４（３学年のみ）第１回進路対策委員会（５月１１日１８：００～）・進路対

策委員会総会（５月１８日書面開催）について
進路対策委員会は予定どおり開催します。なお、第１回進路対策委員

会の出欠票につきましては、提出いただけませんので、欠席する場合の
み電話でご連絡くださいますようお願いいたします。また、総会要項は
５月１８日（月）に生徒を通して送付します。総会要項を確認後、書面
決議書に必要事項をご記入のうえ、５月２７日（水）まで生徒を通じて
提出願います。


